
児童生徒等にわいせつ行為を行った教員への厳正な対応について

⃝ 文部科学省では、児童生徒等にわいせつ行為を行った教員への厳正な対応について、
教員免許状の管理の厳格化等の法改正を検討中。

⃝ 一方で、こうした教員への対応については、法改正以外でも実効性のある方策を講じる
必要がある。

⃝ 文部科学省が教員採用権者に提供している「官報情報検索ツール」※の検索可能な
情報の期間を、現在の直近３年間から大幅に延長し、直近40年間とする。
※文部科学省が平成30年度から教員採用権者（都道府県・指定都市教育委員会、国立・私立
学校の設置者等）に提供している、官報に公告された教員免許状の失効の事由、失効年月日等の
失効情報を検索できるツール

対応策

• 現在は、懲戒免職による教員免許状の失効後、再度免許状を取得できるようになるまでの期間
（欠格期間）である３年間分の情報に限って検索可能としている。

• 刑法の規定により、懲役・禁錮の有期刑が加重された場合の刑期の上限が30年であり、執行後10
年で刑が消滅するとされていることから、40年（30年＋刑の消滅期間10年）間、検索を可能とする。

今後のスケジュール（予定）

【令和２年11月～】
過去５年分（平成27年以降）の官報掲載情報について検索可能とする。

【令和３年２月中】
過去40年分の官報掲載情報について検索可能とする。

⃝ これにより、採用権者は採用に当たり、対象者が過去40年間に懲戒免職処分等を受け
たことの有無を同ツールで確認できるようになる。
（参考１）平成30年度に行われた懲戒免職231人中、わいせつ行為等を事由とするものは163人

（71％）（平成30年度「公立学校教職員の人事行政状況調査」）。
（参考２）過去40年間の失効免許件数は約１万件（同一人が複数枚の免許状を保持している

場合も多い。）。
⃝ 教員採用試験では、採用願書に賞罰欄を設けるなど、受験者に経歴を偽りなく告知する
よう求めることが一般的に行われており、さらに、官報情報検索ツールの活用により、過去
の懲戒免職処分歴等を秘匿して採用されることを防ぐことにつながると考えられる。

⃝ また、児童生徒等に対しわいせつ行為を行った教員を、原則として懲戒免職とすることに
ついては、これまで個別に指導してきた結果、全ての都道府県・指定都市教育委員会の
懲戒処分基準においてその旨の規定が整備される見込みとなった。今後も引き続き、
原則懲戒免職とする運用の徹底や、告発を遺漏なく行うことを、各教育委員会に求める。

令 和 ２ 年 ９ 月
文部科学省総合教育政策局
教 育 人 材 政 策 課
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